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◆平成２２年度健全化判断比率・資金不足比率の公表について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成２２年度の健全化判断比率 ・資金不足比率を公

表します。

【実質赤字比率】
 　一般会計等を対象にした（大崎町では、一般会計で行う事業をいいます。）実質赤字の比率をいいます。
【連結実質赤字比率】
　全ての会計（大崎町では、一般会計・国民健康保険特別会計・老人保健特別会計・介護保険特別会計・後
期高齢者医療特別会計・公共下水道事業特別会計・水道事業会計をいいます。）の実質赤字の比率をいいます。
【実質公債費比率】
　公債費（借入金の返済金）やそれに準ずるものの経費の大崎町の主な収入（標準財政規模といいます。）に
対する比重を示す比率をいいます。
【将来負担比率】
　地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的な負債をとらえた比率をいいます。
【資金不足比率】
　公営企業ごとの資金の不足額の比率をいいます。
【早期健全化基準】
　財政の早期健全化を図ることとなる基準を示し、（　）内の数値以上になると、財政健全化計画の策定など
が義務づけられます。
【地方公共団体の財政の健全化に関する法律】
　地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、この比率に応じて、地方公共団体が財政
の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めること
などにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。 算定した各指標は、監査委員
の審査を受け、議会に報告し、公表することとなっています。
（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条及び第 22条）

－ － －

（　　）内の数字は早期健全化基準。実質赤字比率、連結実質赤字比率がないため「－」を記載しています。
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調査期間：平成２３年１０月１日～平成２４年３月３１日
本町の住宅防火対策の一環といたしまして、住宅用火災警報器の設置状況調査と未設置住宅への設置促進

のために推進員による戸別訪問を実施することとなりました。
推進員は、土曜日・日曜日及び祭日を除く平日の午前 9時から午後 5時の間にご自宅を訪問し、調査等を
行いますのでご協力をお願いいたします。
また、この調査は、玄関先での聞き取りになりますので、建物内へ立ち入ることはありません。なお、住

宅用火災警報器の販売も行いませんので、くれぐれも悪質な訪問販売にはご注意ください。
推進員は、『大崎町　住宅用火災警報器推進員』と記載されたオレンジ色の帽子とオレンジ色のベストを

着用し、住宅用火災警報器推進員証も携行しております。

◆住宅用火災警報器の設置状況調査にご協力をお願いします。


